
 

《徴収基準額表》 

 

 

世帯の階層区分 基準月額 加算月額 

A 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯（単

給世帯を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付受給世帯 

０円 ０円 

B 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯（A階層に該当する世帯

を除く。） 

２，６００円 ２６０円 

C （A階層に該当す

る世帯を除く。） 

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課

税の世帯 

５，４００円 ５４０円 

D１ 当該年度分の

市町村民税が

課税の世帯で

あって、その

市町村民税所

得割の額の区

分が次の額で

あるもの（A

階層、B階層及

びC階層に該

当する世帯を

除く。） 

15,000円以下 ７，９００円 ７９０円 

D２ 15,001円以上21,000円以下 １０，８００円 １，０８０円 

D３ 21,001円以上51,000円以下 １６，２００円 １，６２０円 

D４ 51,001円以上87,000円以下 ２２，４００円 ２，２４０円 

D５ 87,001円以上171,300円以下 ３４，８００円 ３，４８０円 

D６ 171,301円以上252,100円以下 ４９，４００円 ４，９４０円 

D７ 252,101円以上342,100円以下 ６５，０００円 ６，５００円 

D８ 342,101円以上450,100円以下 ８２，４００円 ８，２４０円 

D９ 450,101円以上579,000円以下 １０２，０００円 １０，２００円 

D１０ 579,001円以上700,900円以下 １２３，４００円 １２，３４０円 

D１１ 700,901円以上849,000円以下 １４７，０００円 １４，７００円 

D１２ 849,001円以上1,041,000円以下 １７２，５００円 １７，２５０円 

D１３ 1,041,001円以上1,222,500円以下 １９９，９００円 １９，９９０円 

D１４ 1,222,501円以上1,423,500円以下 ２２９，４００円 ２２，９４０円 

D１５ 1,423,501円以上 全額 全額に０．１を乗じて得た

額。ただし、その額が２６，

３００円に満たない場合に

あっては、２６，３００円

とする。 

 


